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＜本日の説明内容＞

１ 追加的健康確保措置（面接指導）

２ 追加的健康確保措置（勤務間インターバルと代償休息）

３ 医療監視（立入検査）におけるチェック項目



厚労省作成資料（一部改編）



１ 追加的健康確保措置（面接指導）
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長時間労働医師への面接指導とは

医療機関の管理者は、時間外・休日労働が月100時間以上となることが見込まれる医師に対して、
面接指導を実施しなければならない。

面接指導に関する医療機関管理者の義務

医療法に基づき、医療機関の管理者には、以下が義務付けられています。

・ 面接指導対象医師に対し、面接指導を実施すること
・ 面接指導実施医師に、面接指導に必要な情報を提供すること
・ 面接指導実施後、健康確保措置についての面接指導実施医師の意見を聞くこと
・ 必要なときは、面接指導対象医師の健康確保のため、労働時間の短縮、宿直回数の減少、その他
の適切な措置を行うこと
・ 面接指導、面接指導実施医師の意見、健康確保措置の内容を記録、保存すること 等

これらは適用する水準に関係なく、
すべての医療機関の管理者の義務です！！
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長時間労働医師への面接指導（実施の流れ）

面接指導の実施の流れ

面接指導は、長時間働く医師一人一人の健康状態を確認し、医師の健康確保のため、必要に応じて
管理者（事業者）が就業上の措置を講ずることを目的として行われるものです。

※出典『医師の働き方改革2024年4月までの手続きガイドライン』（厚生労働省）
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長時間労働医師への面接指導（面接指導実施医師）

面接指導実施医師とは

長時間労働医師への面接指導は、「面接指導実施医師」が行います。

「面接指導実施医師」は、以下の要件を満たす者である必要があります。

① 面接指導対象医師が勤務する病院または診療所の管理者ではないこと
② 「面接指導実施医師養成講習会」の受講を修了していること

面接指導実施医師・面接指導実施医師養成講習会
に関する情報はこちらを御確認ください。

＜ポイント＞
・ 「面接指導実施医師」は産業医でなくても可。（ただし、産業医であっても上記①、②の要件を満たしていない場合は不可）
・ 面接指導を受ける医師が、安全な環境で安心して面接指導を受けられるよう、面接指導実施医師が直接の上司とはならない体制を整備
することが望ましい。
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長時間労働医師への面接指導（面接指導の実施時期）

面接指導は、月の時間外・休日労働が100時間以上となる前に実施する必要があります。

※ ただし、Ａ水準適用医師は、疲労の蓄積が認められなければ、月の時間外・休日労働が100時間以上となった後に遅滞
なく実施することも可能です。

※ ある程度疲労蓄積が想定される80時間前後を目安に実施することが推奨されます。

※出典『医師の働き方改革2024年4月までの手続きガイドライン』（厚生労働省）

（参考）A水準適用医師の疲労の蓄積の判断基準

一定の疲労の蓄積が認められる場合とは、下記のいずれかに該当

した場合になります。（＝いずれにも該当しない場合には、疲労の蓄
積が認められないものとして判断して差し支えない）

①前月の時間外・休日労働時間数：100時間以上
②直近2週間の1日平均睡眠時間：6時間未満
③疲労蓄積度チェック：自覚症状がⅣ又は負担度の点数が4以上
④面接指導の希望：有



7

長時間労働医師への面接指導（面接指導における確認事項）

＜面接指導対象医師への確認事項＞

① 勤務の状況（労働時間や労働時間以外で留意すべき事項があるか）
② 睡眠の状況（睡眠評価表等により確認）
③ 疲労の蓄積の状況（自己診断チェックリスト等により確認）
④ 心身の状況

面接指導実施医師は、医療機関の管理者（事業者）より
・ 面接指導対象医師の氏名
・ 面接指導対象医師の勤務の状況、睡眠の状況、疲労の蓄積の状況、その他心身の状況 等
の情報提供を受け、面接指導対象医師に対し、面接指導を実施してください。
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長時間労働医師への面接指導（面接指導実施後の流れ）

※出典『医師の働き方改革2024年4月までの手続きガイドライン』（厚生労働省）

※出典『医師の働き方改革2024年4月までの手続きガイドライン』（厚生労働省）

時間外・休日労働時間数が月155時間を超える場合は、
遅滞なく労働時間短縮のための措置が必要！！
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長時間労働医師への面接指導（副業・兼業時の面接指導）

※出典『医師の働き方改革2024年4月までの手続きガイドライン』（厚生労働省） ※出典『医師の働き方改革2024年4月までの手続きガイドライン』（厚生労働省）

副業・兼業先の医療機関にも、面接指導の実施の義務がかかります。

⇒ 月の労働時間を踏まえた面接指導の時期が遅れないよう、どの医療機関が実際に面接指導を実施するのかについて、
医療機関間で事前に話し合いを行ってください。

【留意点】
面接指導対象医師が、副業・兼業先の管理者に面接指導結果及び意見書（面接指導の結果を証明する書面）を提出しなかった場合、副業・兼業先の医療機関の
管理者は、別途面接指導を実施する必要があります。
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長時間労働医師への面接指導（Ｑ＆Ａ）

Ｑ、面接指導は勤務時間中に実施するのが良いのでしょうか。また、勤務時間中に実施した場合、その時間
に対する賃金は発生するのでしょうか。

Ａ、面接指導については、原則、勤務時間中に実施する必要があります。また、面接指導を受けるのに要した
時間に係る賃金の支払いについては、医療機関に当該面接指導の実施の義務を課していることから、医
療機関が負担する必要があります。

※出典『医師の働き方改革に関するＦＡＱ（2023年6月7日ver）』（厚生労働省）

Ｑ、面接指導はどのくらいの時間をかけて実施すれば良いのでしょうか。

Ａ、特段の定めはありませんが、自己診断チェックリストの記入や意見書の作成も含め、所用時間としては一
般的には1人約10分～40分程度が想定されます。必要な面接指導の内容等は個々の状況により異なると
考えられますので、個々の状況に合わせた対応をお願いします。

【面接指導の実施時間等①】

【面接指導の実施時間等②】
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長時間労働医師への面接指導（Ｑ＆Ａ）

Ｑ、面接指導を拒否する医師がいた場合、どう対応するのが良いでしょうか。

Ａ、面接指導は、管理者が月の時間外・休日労働が100時間以上となる医師に対して必ず実施しなければな
らないものであると同時に、長時間労働となる医師の健康状態を確認し、必要に応じて就業上の措置を講

 ずるために行う大切なものです。面接指導対象医師は、面接指導を受ける義務がありますので、制度の趣
旨を理解していただいた上で実施いただくようお願いします。

※出典『医師の働き方改革に関するＦＡＱ（2023年6月7日ver）』（厚生労働省）【面接指導を拒否する医師がいた場合の対応】



２ 追加的健康確保措置
（勤務間インターバルと代償休息）
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（注）C1水準が適用される臨床研修医については、入職まもない時期でもあることから、連続勤務時間制限等を手厚くする等の観点から、
別途のルールが設けられています。詳細についてはP40を参照。

厚労省作成資料（一部改編）
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３ 医療監視（立入検査）におけるチェック項目
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医療監視（立入調査）におけるチェック項目について

面接指導と勤務間インターバル・代償休息のルールの履行状況は、医療監視において確認されます。

医療監視におけるチェック項目

ポイント１：面接指導実施

時間外・休日労働が月100時間以上となった医師（面接指導対象医師）に対して、面接指導が実施されている。

ポイント２：面接指導実施後の就業上の措置

面接指導対象医師に対する面接指導実施後、必要に応じて、労働時間の短縮、宿直の回数の減少その他の適切な措置（就業上
の措置）を講じている。

ポイント３：休息・代償休息確保

＊全医療機関が対象

＊全医療機関が対象

＊特例水準医療機関が対象

特例水準医療機関の医師のうち、時間外・休日労働が年960時間超となることが見込まれる医師に対し、休息もしくは代償休息が
確保されている。

ポイント４：労働時間短縮に係る必要な措置 ＊全医療機関が対象

時間外・休日労働が月155時間超となった医師について、労働時間の短縮のために必要な措置を講じている。

面接指導および勤務間インターバル・代償休息のルールが未履行であることが確認された場合には、改善に向けた取組が重
要です。医療監視を通じて指導を行うことと併せて、都道府県および勤改センターによる支援が行われることになります。

医療機関の改善の取組が十分になされない場合には、改善命令の措置を行うことが考えられたり、特例水準の取消や罰則の適
用を行うことがあります。
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